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新座市景観づくりガイドブック作成に当たって

市は、良好な景観づくりを推進していくため、平成１９年２月１日に

景観法（以下「法」という。）に基づく景観行政団体となり、その後、法

に基づき新座市景観計画（以下「景観計画」という。）の策定及び新座市

景 観 条 例 （ 以 下 「 景 観 条 例 」 と い う 。） の 制 定 を 行 い 、 平成２２年

１０月１日から運用を開始しているところです。

良好な景観づくりを推進していくためには、市民及び事業者の皆様の

御理解・御協力が不可欠です。そこで、市が考える良好な景観づくりを

市民及び事業者の皆様に周知することを目的とし、このガイドブックを

作成しました。

なお、このガイドブックの構成は、ⅠからⅣまでの４章構成となって

います。各章の記載内容の概要については、以下のとおりです。

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について

市内で建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合に、配慮していた

だきたい事項及び色彩基準について記載しています。

Ⅱ 景観形成基準の解説について

市内で建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合に、配慮していた

だきたい事項の解説について、具体的事例を交え記載しています。

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について

景観条例に基づく事前協議及び法に基づく届出等の対象となる一定規模

の行為並びに手続の流れ等について記載しています。

Ⅳ 参考資料

参考資料として、「新座市景観条例」及び「新座市景観条例施行規則」の

条文を掲載しています。

新座市景観づくりガイドブック作成に当たって



- 3 -

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について

市は、良好な景観づくりを推進していくため、市内全域を景観計画の

対象区域としています。

このため、市内で建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合には、

景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準に配慮したものとしていた

だくようお願いします。

景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準の内容については、次の

とおりです。

１ 景観形成基準について

※景観形成基準の解説については、Ｐ９～Ｐ２０を御覧ください。

区 分 景観形成基準

建

築

物

配

置

⑴ 地域 の 周 辺 環 境 に 配慮 し 、 道 路・ 隣 地 間 の距 離 を 確 保 し て敷 地 に 対し て ゆ と り ある 配

置 とし 、 植栽 等 によ る 緑 化を 行 う 。

⑵ まち な みの 連 続 性に 配 慮 し、 周 辺建 築 物等 と 調 和す る 配 置と す る。

屋

根

⑴ まち な みに 配 慮 し、 周 囲 と調 和 する 形 態・ 素 材 ・色 彩 を 用い る 。

⑵ 原色 等 の突 出 し た色 彩 を 用い な い。

外

壁

⑴ まち な みの 連 続 性に 配 慮 し、 周 囲建 築 物等 と の 調和 す る デザ イ ンと す る。

⑵ 色彩 は 、特 別 の 事情 が な い限 り 、原 色 を用 い な い。

⑶ 色数 を でき る 限 り少 な く する と とも に 、際 立 つ 色彩 の 使 用面 積 は最 小 限と す る 。

そ

の

他

⑴ 付帯 設 備類

ア 屋 外 階段 は、建築 物 本 体と 一 体化 又 は建 築 物 本体 と 調 和す る 色彩・デ ザイ ン と する。

イ 空 調 室 外 機 、 電 源・ 水 源 用 設備 等 の 屋 外施 設 は 、 建 築 物壁 面 と の調 和 、 建 築 物本 体

と の 統 一感 を創 出 さ せる た め 、配 置 や目 隠 しの 工 夫 等を 行 う 。

ウ 広 告 、 サ イ ン 等 は、 建 築 物 本体 の 色 彩 ・デ ザ イ ン 及 び まち な み と調 和 す る 配 置・ 形

態 ・ デ ザイ ンを 用 い る。

エ 自 動 販売 機 、 ごみ 置 き 場等 は 、ま ち なみ と 調 和す る 色 彩・ 配 置と す る。

⑵ 商業 地 空間

ア シ ー ス ル ー シ ャ ッタ ー 、 ガ ラス ウ ィ ン ドウ を 用 い る 等 にぎ わ い を創 出 す る 工 夫を 行

う 。

イ ラ イ トア ッ プ 等の 夜 間 景観 を 創出 す る工 夫 を 行う 。

ウ 商 店 街等 の ま ちな み の 連続 性 や調 和 に配 慮 し 、空 間 の 演出 、 店先 の 緑化 を 行 う。

⑶ 工業 地 空間

ア 建 築 物外 周 部 の植 栽 等 、連 続 性の あ る緑 を 配 置す る 。

イ 周辺環境やまちなみと調和する建築物の色彩・デザインを用いる。

工

作

物

外

観

⑴ 建築物と一体に建設する場合は、建築物本体とデザインを合わせる。

⑵ 駐車 場 、貯 蔵 施 設等 は 、 外周 部 を緑 化 する 等 、 修景 を 行 う。

⑶ 擁壁 は 、威 圧 感 ・恐 怖 感 を排 除 する た め、 緑 化 や素 材 ・ 形態 の 工夫 を 行う 。

色

彩

け ばけ ば し い 色 彩 と せず 、 周 辺 の景 観 と 調 和し た 色 彩 と す る。 多 色 の使 用 、 ア ク セン ト

色 の 使用 等 に際 し て は、使 用 する 色 彩相 互 の調 和、使 用す る 量 のバ ラン ス に 十分 配 慮 する。

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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２ 色彩基準について

※使用できる色彩については、下記のゾーンを３つのグループに区分

し、それぞれ色彩基準を設けておりますので、建築計画等を行う際には、

御留意ください。

なお、建築計画等を行う場所が、どのゾーンに該当するのか不明な場

合は、都市整備部まちづくり計画課で確認してください。

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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◆ 色 彩 基 準 ⑴

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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◆ 色 彩 基 準 ⑵

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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◆ 色 彩 基 準 ⑶

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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◆ 色彩についての基礎知識（参考）

Ⅰ 新座市景観計画に定める景観形成基準及び色彩基準について
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Ⅱ 景観形成基準の解説について

景観計画に定める景観形成基準について、より理解を深めていただく

ため、次のとおり景観形成基準を解説するとともに、具体的な事例を紹

介します。

１ 建築物の配置について

建築物の配置について

ア 建築物と道路及び隣地との間に植栽スペース、歩行者空間及び通

風スペース等を設け、ゆとり ※ある配置とするように努めてください。

※隣地との壁面後退距 離については、民法第２３ ４条の規定を遵守 し、５０ｃｍ以上

を確保するよう努めてください。

イ 交差点に面する角地は、隅切りをとるなど、見通しの確保に努め

てください。

ウ 道路に面する壁面は、隣接する建築物等の壁面位置をそろえるよ

うに努めてください。

事 例 紹 介

■交差点に面する角地において、見通しの確保に配慮がなされてい

る例

【景観形成基準】

⑴ 地域の周辺環境に配慮し、道路・隣地間の距離を確保して敷

地に対してゆとりある配置とし、植栽等による緑化を行う。

⑵ まちなみの連続性に配慮し、周辺建築物等と調和する配置と

する。

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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植栽等による緑化について

ア 屋上緑化、壁面緑化、生け垣や板塀及びネットフェンスに植栽を

組み合わせるなど、積極的な緑の創出に努めてください。

イ 防犯上、見通しに配慮するとともに道路等の公共空間に面する部

分の植栽に努めてください。

ウ 建築物の足元を緑化し、圧迫感を軽減するように努めてください。

エ 季節を感じることができる複数樹種の植栽に努めてください。

事 例 紹 介

■歩行者空間及び植栽スペースを設けるなどゆとりの確保がなされ

ている例

■建築物の足元に植栽を施し、圧迫感の軽減がなされている例

平林寺、野火止用水及び農地等の周辺の植栽について

は、特にモミジやコブシを推奨します。

【プラスα】

景

観

形

成

基

準

の
解

説

に
つ
い
て

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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２ 建築物の屋根について

屋根の形態、素材及び色彩等について

ア 建築物の高さ及び屋根の勾配を工夫し、周辺の建築物等とスカイ

ラインをそろえるよう努めてください。

イ 原色及び突出した色彩は避け、周辺の建築物等と調和した色彩と

するよう努めてください。

ウ 屋根の素材は、周辺の建築物等と調和した素材を使用するよう努

めてください。

事 例 紹 介

【景観形成基準】

⑴ まちなみに配慮し、周囲と調和する形態・素材・色彩を用いる。

⑵ 原色等の突出した色彩を用いない。

■周辺建築物とスカイラインをそろえるなど、配慮がなされている例

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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３ 建築物の外壁について

外壁のデザイン及び色彩等について

ア 建築物の外壁のデザインは、周辺の建築物等と調和したデザイン

とするよう努めてください。

イ 長大な外壁が生じる場合は、単一的な外壁とならないよう、外壁

に凹凸をつけるか色彩を変化させるなどの工夫に努めてください。

ウ 原色及び突出した色彩は避け、周辺の建築物等と調和した色彩と

するよう努めてください。

エ 多色又はアクセント色の使用等に当たっては、使用する色彩相互

の調和、使用する量のバランスに十分配慮してください。

オ アクセントカラーは、小さな面積で使用するように努めてください。

【景観形成基準】

⑴ まちなみの連続性に配慮し、周囲建築物等との調和するデザ

インとする。

⑵ 色彩は、特別の事情がない限り、原色を用いない。

⑶ 色数をできる限り少なくするとともに、際立つ色彩の使用面

積は最小限とする。

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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４ 付帯設備類について

屋外階段の色彩及びデザインについて

ア 後から取り付けたような階段とせず、建築物本体と一体的なデザ

インとするとともに、原則として、建築物と調和した色彩とするよ

うに努めてください。

屋外設備類の配置等について

ア 屋外設備等が外部から見えないように、ルーバー等で覆うととも

に、屋外設備が露出する場合は、見えない位置にずらし、建築物と

調和した色彩とするように努めてください。

イ 屋外設備等を囲ったルーバー等は、建築物本体と調和した色彩と

してください。

ウ バルコニー及びベランダに付帯設備を設ける場合にも道路側から

見えないようにするなどの工夫に努めてください。

【景観形成基準】

⑴ 屋外階段は、建築物本体と一体化又は建築物本体と調和する

色彩・デザインとする。

⑵ 空調室外機、電源・水源用設備等の屋外施設は、建築物壁面

との調和、建築物本体との統一感を創出させるため、配置や目

隠しの工夫等を行う。

⑶ 広告、サイン等は、建築物本体の色彩・デザイン及びまちな

みと調和する配置・形態・デザインを用いる。

⑷ 自動販売機、ごみ置き場等は、まちなみと調和する色彩・配

置とする。

平林寺、野火止用水及び農地等の周辺のルーバーについ

ては、特に木調を推奨します。

【プラスα】

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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事 例 紹 介

広告及びサイン等の配置、形態及びデザインについて

ア 屋外広告物等は、周辺のまちなみを意識した位置、大きさ及び形

に配慮し、過剰な設置は避けるように努めてください。

イ 複数のテナント等が使用する建物では、屋外広告物を施設ごとに

集約した場所で、形態や設置の方法の統一に努めてください。

ウ 住宅地等で落ち着きが求められる場所では、むやみに明るくせず、

屋上広告物の設置やネオンサイン、電飾等の使用を避けるように努

めてください。

エ 窓広告は、使用しないように努めてください。

自動販売機の色彩及び配置について

ア 原色及び突出した色彩は避け、周辺のまちなみと調和した色彩と

し、建築物と一体となる位置に設けるように努めてください。

■屋外設備が外部から見えないように、配慮がなされている例

平林寺、野火止用水及び農地等の周辺の自動販売機の色

彩については、特に茶・ベージュを推奨します。

【プラスα】

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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事 例 紹 介

ごみ置き場の配置について

ア 開口部以外をコンクリートブロック及びフェンス等で囲い、道路

から直接見えないように努めてください。

事 例 紹 介

■周辺建築物の色彩と調和するよう工夫がなされている例

■ごみが直接見えないように配慮がなされている例

平林寺、野火止用水及び農地等の周辺のごみ置き場の囲

いの色彩については、特に茶系を推奨します。

【プラスα】

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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５ 商業地空間について

にぎわい及び夜間景観の創出について

ア シースルーシャッター、ガラスウィンドウ及びシャッターアート

を使用するなど、にぎわいを創出する工夫に努めてください。

イ 樹木及びアート作品等を設置する際には、ライトアップを行い、

にぎわいのある夜間景観の創出に努めてください。

事 例 紹 介

【景観形成基準】

⑴ シースルーシャッター、ガラスウィンドウを用いる等、にぎ

わいを創出する工夫を行う。

⑵ ライトアップ等の夜間景観を創出する工夫を行う。

⑶ 商店街等のまちなみの連続性や調和に配慮し、空間の演出、

店先の緑化を行う。

■ガラスウィンドウを使用し、にぎわいを創出する工夫をしている例

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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まちなみの連続性について

ア 建築物のデザインは、周辺の建築物等と調和したデザインとする

よう努めてください。

イ 建築物の高さ及び屋根の勾配を工夫し、周辺の建築物等とスカイ

ラインをそろえるよう努めてください。

事 例 紹 介

空間の演出について

ア 歩道のない道路との境界では、建築物を後退させて歩行者空間を

設けるよう努めてください。

イ モニュメントや案内サイン等、わかりやすく快適な空間の創出に

努めてください。

店先の緑化について

ア 店先の空間や外壁の後退部分等を緑化し、潤いと活気のある空間

づくりに努めてください。

■周辺建築物とスカイラインをそろえるなど、配慮がなされている例

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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６ 工場地空間について

連続性のある緑の配置について

ア 建築物の外周部を緑化し、修景するとともに、プラント周囲等は

高木で隠すなど工夫に努めてください。

イ 工場の敷地の入口も緑化するなど、無機質で閉鎖的な空間となら

ないよう配慮してください。

建築物の色彩及びデザインについて

ア 近くに歴史的な建築物や史跡がある場合は、緩衝林等を設けるな

ど、雰囲気を壊さないように努めてください。

イ 建築物の色彩及びデザインは、周辺の建築物等と調和した色彩及

びデザインとするよう努めてください。

ウ 住宅地に隣接するところでは、傾斜屋根及び屋上緑化等、住宅地

との調和に努めてください。

【景観形成基準】

⑴ 建築物外周部の植栽等、連続性のある緑を配置する。

⑵ 周辺環境やまちなみと調和する建築物の色彩・デザインを用い

る。

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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７ 工作物の外観・色彩について

工作物の形態及びデザイン等について

ア 建築物と一体となっている工作物は、本体と調和した色彩にする

など、デザインの統一に努めてください。

イ プラント設備及び駐車場等の外周部を緑化するなど、修景に努め

てください。

ウ 原色及び突出した色彩は避け、周辺の景観と調和した色彩とする

よう努めてください。

事 例 紹 介

【景観形成基準】

⑴ 建築物と一体に建設する場合は、建築物本体とデザインを合

わせる。

⑵ 駐車場、貯蔵施設等は、外周部を緑化する等、修景を行う。

⑶ 擁壁は、威圧感・恐怖感を排除するため、緑化や素材・形態

の工夫を行う。

⑷ けばけばしい色彩とせず、周辺の景観と調和した色彩とす

る。多色の使用、アクセント色の使用等に際しては、使用する

色彩相互の調和、使用する量のバランスに十分配慮する。

■駐車場の外周部を緑化し、修景がなされた例

平林寺、野火止用水及び農地等の周辺の工作物の色彩に

ついては、特に茶系を推奨します。

【プラスα】

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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擁壁の形態及び素材等について

ア 緑化ブロック及び自然石等を使用するなど、表情を豊かにする工

夫に努めてください。

イ 擁壁の足元へ樹木及びつる植物を植栽し、圧迫感の軽減に努めて

ください。

ウ 長大な擁壁は、分節及び凹凸させ、圧迫感の軽減に努めてください。

■電柱の色彩を茶系にするなど、周辺景観と調和するよう工夫がな

された例

■柵の色彩を茶系にするなど、周辺景観と調和するよう工夫がなさ

れた例

Ⅱ 景観形成基準の解説について
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Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について

市では、良好な景観づくりを推進していくため、景観条例等に基づき

一定規模の行為に対する事前協議及び届出の制度を設けています。

事前協議、届出の対象となる行為及び手続の流れ等については次のと

おりです。

１ 事前協議及び届出の必要な行為について（法第１６条第１項並びに景

観条例第８条第１項）

※下記の行為については、事前協議及び届出が必要です。

ただし、「一戸建ての住宅」に係る事前協議は不要です。

建
築
物
の
建
築
等

⑴ 高さ１５ｍ又は建築面積１，０００㎡を超える建築物（増築又は改

築後において高さ１５ｍ又は建築面積１，０００㎡を超えるものを含

む。）の新築、増築、改築又は移転

⑵ 高さ１５ｍ又は建築面積１，０００㎡を超える建築物の外観のうち

各立面の面積１／５を超えて変更することとなる修繕、模様替又は色

彩の変更。ただし、平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおいて、上記の

「１／５」とあるのは、「１／１０」と読み替える。

⑶ 新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例第２条第２項第１

号に規定する開発行為を行う区域における住宅の新築

⑷ 敷地面積（複数の建築物を建築する事業を行う場合にあっては、当

該事業を行う区域の全体の面積をいう。）が５００㎡以上の住宅の新

築、増築、改築又は移転

※ 上記の行為のうち⑴及び⑵は特定届出対象行為（法第１７条第１項）

とする。

工
作
物
の
建
設
等

⑴ 建築基準法第８８条第１項又は第２項に規定する工作物の新設又

は改築

⑵ 建築基準法第８８条第１項又は第２項に規定する工作物の外観の総

面積１／５を超えて変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更。

ただし、平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおいて、上記の「１／５」と

あるのは「１／１０」と読み替える。

※１ 上記の行為のうち新設行為については特定届出対象行為（法第１７条

第１項）とする。

※２ 工作物は、新座市屋外広告物条例（平成２２年新座市条例第１７号）

第６条の規定による許可を受けた掲出物件の設置又は同条例第７条

の規定による変更等の許可を受けた掲出物件の変更若しくは改造を

除く。

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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用 語 の 解 説

【住宅】

一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅等を指します。ただし、併用

住宅は除きます。

【特定届出対象行為】

特定届出対象行為に該当するものについては、その色彩が新座市

景観計画に定めている色彩基準に適合しない場合、市は法第１７条

第１項の規定により変更等を命ずることができます。

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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２ 勧告基準及び変更命令基準について

３ 適用除外について

※色彩基準は、以下のものには適用しません。

⑴ 独自の色彩基準が定められている地区

地区計画、建築協定、その他任意の協定などによって独自の色彩

基準を定め、景観・まちづくりが進められている地区

⑵ 近隣の理解が得られているランドマーク的な建物

市の景観形成上重要な位置にあり、周辺とは異なる色彩を使用す

ることが必要なもの、既存の橋梁など既に整備が行われ地域のラン

ドマークとして市民に親しまれているもの

⑶ 素材色を基調とした建築物等

木材、石等の自然素材、着色を施していない金属板、スレート、

ガラス等の素材色を用いたもの

⑷ 建築物等の一部に小面積で用いられる色彩

建築物の外観のうち各立面の面積１／５以下で用いられる色彩及び

工作物の外観の総面積１／５以下で用いられる色彩（平林寺・野火止

用水周辺ゾーンにおいては、上記の「１／５」とあるのは、「１／１０」

と読み替える。）

⑸ 他の法令で色彩が規定されているもの

主に安全性や識別性のために、他の法令によって色彩が規定され

ているもの

⑹ 景観上支障がないと市長が認めるもの

区分 勧告基準及び変更命令基準

勧
告
基
準

外壁及び屋根（工作物については外装）の色彩が、前掲（Ｐ５
～Ｐ７）の色彩基準に適合しない行為

変
更
命
令
基
準

特定届出対象行為において、その外壁及び屋根（工作物について
は外装）の色彩が前掲（Ｐ５～Ｐ７）の色彩基準に適合しない行為

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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４ 事前協議及び届出等の流れについて

用 語 の 解 説

【行為に着手する日】

根切り工事、山留め工事、ウェル工事及びケーソン工事等後の工

程に着手する日をいいます。（法第１８条第１項及び景観法施行令

第１２条）

問合せ・相談等

条例に基づく事前協議

事前協議申請書の提出

設計 (協議内容の反映 )

各種法令・制度上の手続

行為の着手

・具体的な計画を立てる前に、
景観計画等を確認する。
・景観に関する事項を事前相談
する。

必要な場合専門的な
助言を聴く

行為の内容協議

法に基づく届出

景観計画適合審査

適 合 不適合

新座市景観審議会

法に基づく届出の日又は建築
確認申請をしようとする日の
いずれか早い日の１５日前ま
でに（行為に着手する日か
ら４５日前までに事前協議の
申請を行う。）

行為に着手する日の
３０日前までに

公 表

勧告・変更命令

新座市景観審議会

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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５ 事前協議について

⑴ 事前協議

法第１６条第１項の規定による届出内容の審査を迅速かつ円滑に

行うため、当該届出に先立ち事前協議を行います。

なお、事前協議が終了したときは、市は、新座市景観計画区域内

における行為の事前協議終了通知書により、申請者にその旨を通知

します。

⑵ 申請の時期

景観条例第８条に規定する事前協議の申請は、法に基づく届出を

行おうとする日又は当該届出の対象となる行為その他これに関連す

る行為に係る建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に

規定する確認の申請をしようとする日のいずれか早い日の１５日前

までに行ってください。（行為に着手する日から４５日前までに事前

協議の申請を行っていただくことになります。）

⑶ 申請書の提出先

事前協議に必要な書類の正本及び副本を各１部ずつ市役所まちづ

くり計画課まで提出してください。

⑷ 申請に必要な書類

ア 新座市景観計画区域内における行為の事前協議申請書（様式は

市ホームページよりダウンロードできます。）

イ 添付書類（下記に掲げるもの）

書 類 等 備 考

位 置 図
建 築 物 又 は 工 作 物 の 敷 地 の 位 置 及 び 当 該 敷 地 の 周 辺 の 状 況 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 ２ ５ ０ ０ 分

の １ 以 上 の も の

現況写真
当 該 敷 地 及 び 当 該 敷 地 の 周 辺 の 状 況 を 示 す カ ラ ー 写 真 （ カ ラ ー コ ピ ー 可 ）

※ 位 置 図 等 に 撮 影 場 所 及 び 撮 影 方 向 を 記 入 し て く だ さ い 。 ま た 、 写 真 に は 撮 影 日 を 記 載 し て く

だ さ い 。

配 置 図
当 該 敷 地 内 に お け る 建 築 物 又 は 工 作 物 の 位 置 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の

※ 配 置 図 に 植 栽 の 設 置 場 所 を 記 入 し て く だ さ い 。

立 面 図

・ す べ て の 立 面 を 表 示 し た ４ 面 以 上 の 立 面 図 （ 都 市 整 備 部 長 が ４ 面 以 上 の 必 要 が な い と 認 め る

と き は 、 ２ 面 又 は ３ 面 の 立 面 図 ） で あ る こ と

・ 建 築 物 又 は 工 作 物 と し て 図 示 さ れ た 部 分 に 当 該 建 築 物 又 は 工 作 物 に 施 す 色 彩 と 同 様 の 色 彩 を

施 す か 、 カ ラ ー サ ン プ ル を 立 面 図 に 表 示 し 、 か つ 、 そ の 色 彩 の マ ン セ ル 表 示 が 記 載 さ れ て い

る こ と （ 事 前 協 議 の 時 点 で 使 用 す る 色 彩 が 決 定 し て い な い 場 合 は 、 立 面 図 に 新 座 市 景 観 計 画

を 遵 守 す る 旨 記 述 す る こ と 。）

・ 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の で あ る こ と （ 大 規 模 な も の を 除 く 。）

そ の 他 そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 を 記 載 し た 図 書 （ 必 要 に 応 じ て 市 が 請 求 す る も の ）

委 任 状 建 築 主 の 代 理 人 が 事 前 協 議 を 行 う 場 合

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について

JavaScript:void%20fnInyLink%28105495%2C%2722aa616604220630h.html%27%2C%27TOP%27%29


- 26 -

６ 届出について

⑴ 届出の時期

法第１６条第１項の規定による届出は、行為に着手する日の３０

日前までに届出を行ってください。

⑵ 届出書の提出先

届出に必要な書類の正本及び副本を各１部ずつ市役所まちづくり

計画課まで提出してください。

⑶ 届出に必要な書類

ア 新座市景観計画区域内における行為の届出書（様式は市ホーム

ページからダウンロードできます。）

イ 添付書類（下記に掲げるもの）

⑷ 添付書類の省略

添付書類（位置図及び委任状を除く。）のうち、事前協議の審査に

おいて、内容に不足がなく、かつ届出時に変更がないものについて

は、届出に際して添付書類を省略することができます。

なお、この場合においては、新座市景観計画区域内における行為

の届出書（様式は市ホームページからダウンロードできます。）その

他必要な書類の正本及び副本を各１部ずつ提出するとともに、事前

協議申請書の副本も併せて提出してください。

書 類 等 備 考

位 置 図
建 築 物 又 は 工 作 物 の 敷 地 の 位 置 及 び 当 該 敷 地 の 周 辺 の 状 況 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 ２ ５ ０ ０ 分

の １ 以 上 の も の

現況写真
当 該 敷 地 及 び 当 該 敷 地 の 周 辺 の 状 況 を 示 す カ ラ ー 写 真 （ カ ラ ー コ ピ ー 可 ）

※ 位 置 図 等 に 撮 影 場 所 及 び 撮 影 方 向 を 記 入 し て く だ さ い 。 ま た 、 写 真 に は 撮 影 日 を 記 載 し て く

だ さ い 。

配 置 図
当 該 敷 地 内 に お け る 建 築 物 又 は 工 作 物 の 位 置 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の

※ 配 置 図 に 植 栽 の 設 置 場 所 を 記 入 し て く だ さ い 。

立 面 図

・ す べ て の 立 面 を 表 示 し た ４ 面 以 上 の 立 面 図 （ 都 市 整 備 部 長 が ４ 面 以 上 の 必 要 が な い と 認 め る

と き は 、 ２ 面 又 は ３ 面 の 立 面 図 ） で あ る こ と

・ 建 築 物 又 は 工 作 物 と し て 図 示 さ れ た 部 分 に 当 該 建 築 物 又 は 工 作 物 に 施 す 色 彩 と 同 様 の 色 彩 を

施 す か 、 カ ラ ー サ ン プ ル を 立 面 図 に 表 示 し 、 か つ 、 そ の 色 彩 の マ ン セ ル 表 示 が 記 載 さ れ て い

る こ と

・ 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の で あ る こ と （ 大 規 模 な も の を 除 く 。）

そ の 他 そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項 を 記 載 し た 図 書 （ 必 要 に 応 じ て 市 が 請 求 す る も の ）

委 任 状 建 築 主 の 代 理 人 が 届 出 を 行 う 場 合

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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⑸ 届出内容の審査

市は、届出に係る行為の内容を審査し、景観計画の規定に適合す

ると認める場合は、新座市景観計画区域内における行為の着手期間

短縮通知書により、行為に着手することができる日を申請者に通知

します。

また、景観計画の規定に適合しないと認める場合は、勧告書によ

り設計の変更その他の必要な措置をとるよう、勧告を行います。特

に景観条例第１１条に規定する特定届出対象行為に該当するものに

ついては、変更命令書により、設計の変更その他の必要な措置をと

るよう、命令を行うことができます。

７ 届出の変更又は廃止について（法第１６条第２項）

⑴ 変更の届出

届出に係る行為の内容を変更する場合は、当該届出書の副本とと

もに、新座市景観計画区域内における行為の変更届出書（様式は市

ホームページからダウンロードできます。）及び変更した箇所が分か

る書類各２部を市役所まちづくり計画課まで速やかに提出してくだ

さい。

なお、変更の届出に当たって、当該届出にかかる行為が景観計画

に適合すると明らかに認められるものについては、事前協議を省略

することができます。

⑵ 廃止の届出

届出に係る行為の内容を廃止する場合は、当該届出書の副本とと

もに、新座市景観計画区域内における廃止届出書（様式は市ホーム

ページからダウンロードできます。）２部を市役所まちづくり計画課

まで速やかに提出してください。

Ⅲ 新座市景観条例に基づく事前協議及び景観法に基づく届出等について
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Ⅳ 参考資料

１ 新座市景観条例

○新座市景観条例

平成２２年６月２４日

条例第１６号

改正 平成２４年３月２８日条例第２０号

平成２４年９月２８日条例第３９号

平成２５年１２月２６日条例第３９号

（目的）

第１条 この条例は、本市の良好な景観の形成（以下「景観形成」という。）に

ついて、基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、

景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の規定に基づく手

続その他の景観形成に関し必要な事項を定めることにより、本市の自然、歴史、

文化等を生かした個性豊かな景観づくりを市民、事業者及び市が協働で進め、

もって潤いのある豊かな生活環境の創造及び地域社会の健全な発展に寄与する

ことを目的とする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例によ

る。

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内の土地、建築物等

を所有し、又は管理する者をいう。

(2) 事業者 市内において、事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

（基本理念）

第３条 景観形成は、潤いのある豊かな生活環境の創造に大きな役割を担うもの

であることにかんがみ、市民が誇りに思うことができる本市の良好な景観が将

来にわたり継承されるよう、市民、事業者及び市が協働してその保全、整備及

び創出を図ることにより推進されなければならない。

２ 景観形成は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和

によりなされるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和し

た土地利用がなされること等を通じて、良好な景観の保全、整備及び創出を図
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ることにより推進されなければならない。

（市民の責務）

第４条 市民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、景観形成に対する意識を高め、その主体として積極的な役割を果たすとと

もに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、景観

形成に自ら努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。

（市の責務）

第６条 市は、基本理念にのっとり、景観形成に関する施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

２ 市は、景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する

市民の理解を深めるよう努めなければならない。

３ 市は、景観形成に関する施策を策定するときは市民の意見を反映するよう努

め、当該施策を実施するときは市民及び事業者との協働に努めなければならな

い。

（景観計画の変更）

第７条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ新座市景観審

議会の意見を聴かなければならない。

（事前協議）

第８条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出（一戸建ての住宅に係る

ものを除く。）をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ

当該届出に係る行為の計画について市長と協議しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、法第１６条第２項の規定による届出をしようとす

る場合において、当該届出に係る行為の計画が規則で定める基準に適合するこ

とが明らかであるときは、前項に規定する協議を省略することができる。

（平２４条例３９・一部改正）

（届出の対象とならない行為）

第９条 法第１６条第７項第１１号に規定する条例で定める行為は、次のとおり

とする。

(1) 高さが１５メートル以下であり、かつ、建築面積が１，０００平方メート
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ル以下である建築物（増築又は改築後において、高さが１５メートルを超え、

又は建築面積が１，０００平方メートルを超えるものを除く。）で、次のいず

れかに該当するもの

ア 新築（新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例（平成１４年新座市

条例第３０号）第２条第２項第１号に規定する開発行為を行う区域における

住宅又は敷地面積（複数の建築物を建築する事業を行う場合にあっては、当

該事業を行う区域の全体の面積をいう。イにおいて同じ。）が５００平方メ

ートル以上の住宅に係るものを除く。）

イ 増築、改築又は移転（敷地面積が５００平方メートル以上の住宅に係るも

のを除く。）

ウ 外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更

(2) 高さが１５メートルを超え、又は建築面積が１ ,０００平方メートルを超え

る建築物の外観のうち各立面の面積の５分の１以下を変更することとなる修

繕、模様替又は色彩の変更

(3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８８条第１項又は第２項に規

定する工作物（以下「特定工作物」という。）以外の工作物の新設、増築、

改築又は移転

(4) 特定工作物の増築又は移転

(5) 特定工作物の外観の総面積の５分の１以下を変更することとなる修繕、模

様替又は色彩の変更

(6) 法第１６条第１項第３号に規定する行為

(7) 新座市屋外広告物条例（平成２２年新座市条例第１７号）第６条の規定に

よる許可を受けた掲出物件の設置又は同条例第７条の規定による変更等の許

可を受けた掲出物件の変更若しくは改造

２ 前項第２号及び第５号に規定する行為が、景観計画で定める平林寺・野火止

用水周辺ゾーンにおけるものである場合においては、同項第２号及び第５号中

「５分の１」とあるのは、「１０分の１」と読み替えるものとする。

（届出の対象とならない行為の景観計画への適合等）

第１０条 法第１６条第７項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が

景観計画に係る法第８条第４項第２号に規定する規制又は措置の基準に適合す

るよう努めなければならない。

２ 市長は、景観形成を図るため必要があると認めるときは、当該行為をする者

に対し、前項に規定する基準に適合するよう指導又は助言をすることができる。
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（平２４条例２０・一部改正）

（特定届出対象行為）

第１１条 法第１７条第１項に規定する特定届出対象行為は、次のとおりとする。

(1) 高さが１５メートルを超え、又は建築面積が１ ,０００平方メートルを超え

る建築物（増築又は改築後において、高さが１５メートルを超え、又は建築

面積が１ ,０００平方メートルを超えるものを含む。）の新築、増築、改築又

は移転

(2) 高さが１５メートルを超え、又は建築面積が１ ,０００平方メートルを超え

る建築物の外観のうち各立面の面積の５分の１を超えて変更することとなる

修繕、模様替又は色彩の変更

(3) 特定工作物（新座市屋外広告物条例第６条の規定による許可を受けた掲出

物件を除く。）の新設又は改築

２ 前項第２号に規定する行為が、景観計画で定める平林寺・野火止用水周辺ゾ

ーンにおけるものである場合においては、同号中「５分の１」とあるのは、「１０

分の１」と読み替えるものとする。

（勧告及び命令）

第１２条 市長は、法第１６条第３項又は法第１７条第１項若しくは第５項の規

定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

２ 市長は、前項に規定する勧告又は命令をしようとする場合において必要があ

ると認めるときは、新座市景観審議会の意見を聴くものとする。

（公表）

第１３条 市長は、前条の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命

令に従わないときは、当該勧告又は命令を受けた者に対し、意見を述べる等の

機会を与えた上で、その旨を公表することができる。

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ新座市景

観審議会の意見を聴くものとする。

（助成等）

第１４条 市は、本市における景観形成に資する活動を行うものに対し、景観形

成について知識及び経験を有する者の派遣その他の必要な支援を講じるよう努

めるとともに、予算に定める範囲内で、必要な助成を行うものとする。

（景観審議会）

第１５条 市長の諮問に応じ、景観形成に関し調査審議するため、新座市景観審

議会（以下「審議会」という。）を置く。
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（組織）

第１６条 審議会は、委員５人以内をもって組織する。

２ 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

（任期）

第１７条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第１８条 審議会に会長１人を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た委員がその職務を代理する。

（会議）

第１９条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

（庶務）

第２０条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

（委任）

第２１条 この条例に定めるもののほか、景観形成に関し必要な事項は、規則で

定める。

附 則

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。

附 則（平成２４年条例第２０号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２４年条例第３９号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２５年条例第３９号）

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項第１号の改正規定

は、平成２６年４月１日から施行する。
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２ 新座市景観条例施行規則

○新座市景観条例施行規則

平成２２年６月３０日

規則第２９号

改正 平成２４年９月２８日規則第５５号

平成２６年５月２６日規則第２５号

（趣旨）

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）

及び新座市景観条例（平成２２年新座市条例第１６号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（景観計画区域内における行為の届出等）

第２条 法第１６条第１項の規定による届出は、新座市景観計画区域内における

行為の届出書によるものとする。

２ 法第１６条第２項の規定による届出は、新座市景観計画区域内における行為

の変更届出書によるものとする。

（事前協議）

第３条 条例第８条第１項の規定による協議の申請は、法第１６条第１項若しく

は第２項の規定による届出をしようとする日又は当該届出の対象となる行為そ

の他これに関連する行為に係る建築基準法 (昭和２５年法律第２０１号 )第６条

第１項若しくは第６条の２第１項に規定する確認の申請をしようとする日のい

ずれか早い日の１５日前までに、新座市景観計画区域内における行為の事前協

議申請書により行うものとする。

２ 条例第８条第２項に規定する規則で定める基準は、景観計画に係る景観形成

基準及び色彩基準とする。

３ 市長は、条例第８条第１項の規定による協議が終了したときは、新座市景観

計画区域内における行為の事前協議終了通知書により、速やかにその旨を申請

者に通知するものとする。

（平２４規則５５・一部改正）

（身分証明書）

第４条 法第１７条第８項の身分を示す証明書は、身分証明書 (別記様式 )とする。

（行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知）

第５条 市長は、法第１８条第２項の規定により同条第１項の期間を短縮したと
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きは、新座市景観計画区域内における行為の着手期間短縮通知書により、その

旨を法第１６条第１項又は第２項の規定による届出をした者に通知するものと

する。

（景観協定の認可の申請等）

第６条 法第８１条第４項又は法第９０条第１項の規定による認可の申請は、新

座市景観協定認可申請書により行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認可

の可否を決定し、新座市景観協定認可決定・申請却下通知書により、その旨を

申請者に通知するものとする。

（平２６規則２５・追加）

（景観協定の変更の申請等）

第７条 法第８４条第１項の規定による認可の申請は、新座市景観協定変更認可

申請書により行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認可

の可否を決定し、新座市景観協定変更認可決定・申請却下通知書により、その

旨を申請者に通知するものとする。

（平２６規則２５・追加）

（景観協定区域からの除外の届出）

第８条 法第８５条第３項の規定による届出は、新座市景観協定区域除外届出書

により行うものとする。

（平２６規則２５・追加）

（景観協定への加入の意思表示）

第９条 法第８７条第１項又は第２項の規定による景観協定への加入の意思表示

は、新座市景観協定加入届出書により行うものとする。

（平２６規則２５・追加）

（景観協定の廃止の申請等）

第１０条 法第８８条第１項の規定による認可の申請は、新座市景観協定廃止認

可申請書により行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認可

の可否を決定し、新座市景観協定廃止認可決定・申請却下通知書により、その

旨を申請者に通知するものとする。

（平２６規則２５・追加）

（２以上の土地所有者等が存することとなった旨の届出）
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第１１条 法第９０条第２項の規定により認可を受けた景観協定に係る区域内の

土地に２以上の土地所有者等が存することとなったときの届出は、新座市２以

上の土地所有者等が存することとなった旨の届出書により行うものとする。

（平２６規則２５・追加）

（委任）

第１２条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の景観形成に関し必

要な事項は、都市整備部長が別に定める。

（平２６規則２５・旧第６条繰下 )

附 則

この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。

附 則 (平成２４年規則第５５号 )

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成２６年規則第２５号 )

この規則は、公布の日から施行する。
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